
稲尾産業株式会社     ２０２２年８月１日 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

【計画期間】 ２０２２年８月１日～２０２７年 7 月３１日 

【当社の課題】 社員の女性比率に対して女性管理職の比率が低い 

○女性役職者 係長以上 ２名以上選出 
２０２３年１月～人材育成への取組 

  ２０２４年 昇進研修 
 

  〇育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境整備への取組推進 
    育児休業期間中の代替要因の確保や業務内容・業務体制の見直し 
    育児休業後における原職相当職への復帰の為の業務内容や業務体制の見直し 
   
  〇育児休業等の取得及び子育て従業員への経験者からの助言、支援へのマッチング 
    育児休業後の人事評価及び昇進基準の見直し 
 
  ○子育て従業員への所定外労働の制限を行う 
    看護休暇の時間単位取得の推進 
    有給休暇取得推進。２０２３年取得率４０％ ２０２４年取得率５０％を目指す 
 
                          


